
一
頁

○
総
務
省
告
示
第

号

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
六
条
第
四
項
第
四
号

及
び

の
規
定

(3)

(5)

に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
場
所
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

な
お
、
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
百
三
十
九
号
（
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
使

用
場
所
を
定
め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成

年

月

日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

一

電
波
法
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
五
・
二

帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

GHz

又
は
陸
上
移
動
中
継
局
と
通
信
す
る
場
合

上
空

二

一
以
外
の
場
合

屋
外
（
列
車
内
、
船
舶
内
及
び
航
空
機
内
を
除
く
。
）

別
添
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